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令和３年度定期監査の結果に関する報告について 

 

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第９項の規定に基づき、令和

３年度定期監査の結果に関する報告を次のとおり提出する。 

なお、令和３年５月２３日までは木村正義前監査委員が関与し、 同月２４日から

は佐藤真理監査委員が関与した。 
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１ 監査の期間 

令和３年４月１日（木）から同年９月２７日（月）まで 

 

２ 監査の対象 

（１) 対象箇所 

ア 渋谷区組織規則（昭和４０年区規則第１７号。以下「組織規則」という。）

に定める本庁の部課(センター及び室を含む。)並びに本庁行政機関及び地

方行政機関 

イ 渋谷区保健所処務規程（昭和５０年訓令甲第１１号）第４条に定める保健

相談所 

ウ  渋谷区会計管理室の組織に関する規則（平成１９年区規則第４５号）に定

める会計管理室 

エ  区議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局 

オ  渋谷区教育委員会事務局組織規則（昭和５９年教育委員会規則第２号。以

下「教育規則」という。）に定める部課 

カ  小学校、中学校、幼稚園、幼保一元化施設、教育センター、図書館 

キ  組織規則に定める本庁の部課及び教育規則に定める部課の所管する施設 

ク 各施設内に設置されている災害用備蓄倉庫（当該施設の監査に併せて実施

した。） 

 

（２) 対象範囲 

令和２年度に執行した区の事務及び事業の全般を対象とし、財務に関する事

務の執行について、監査を実施した。ただし、必要と認めるときは、他の年度に

ついても対象とした。 

なお、庁外施設については、管理運営状況を監査した。 

 

３ 監査の方針 

上記対象範囲について、渋谷区監査委員監査基準（令和２年２月２６日監査委

員決定）に則り、監査を行った。 

なお、実施に際しては、収入支出、契約、財産管理等の財務事務が法令、条例

等に適合し、適法かつ適正に執行されているかに主眼を置くとともに、事務事業

が事業目的の達成に向けて、最少の経費で最大の効果を挙げているかに留意し

た。 
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（１) 区税、手数料等の収納金に係る事務は適正に行われているか。 

（２) 予算が適正かつ効果的に執行されているか。 

（３) 会計処理は適正になされているか、計数上の誤りはないか。 

（４) 契約事務は適正に行われているか。 

（５) 財産管理は適正になされているか。 

（６) 事務事業の管理運営が適正に行われているか。 

（７) 施設の管理及び運営は適切に行われているか。 

（８) 前回指摘事項に係る是正はなされているか。 

 

施設監査については、施設（建物、工作物及びこれらに付属する設備、機器を

いう。）の維持管理、安全管理及び運営管理について、法令、条例等に基づいて

監査した。 

 

４ 重点項目 

会計年度任用職員 

 

制度導入後２年目ということもあり、平成２９年法律第２９号に基づき改正

された地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）により、会計年度任用職員と

して任用された職員について、関係する法令、条例等に基づき、事務手続が適正

に行われているかについて、以下の点に留意して監査を行った。 

(１) 任用手続が適正に行われているか。 

(２) 勤怠管理が適正に行われているか。 

(３) 報酬、費用弁償等の支払に関する手続が適正に行われているか。 

 

５ 監査の結果 

対象事務については、おおむね適正に執行されていると認められる。ただし、

事務処理に関する軽微な誤りや注意を要する事例が見受けられたので、口頭で

注意した。 

指摘事項については、次に述べるので、事務処理の見直しや改善を行い、より

適正な事務の執行に努められたい。 

 

（１) 重点項目について 

会計年度任用職員について、重点項目として監査を行った結果、以下のよう
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な事例が見受けられた。 

 

ア 任用の決定は、任命権者である部長決裁としているところであり、勤務条

件通知書の送付、承諾書の収受についても、任用決定の一貫であるため、部

長決裁又は部長供覧が必要であると考えられるが、所管課により、課長決裁

若しくは課長供覧で処理され、又は決裁若しくは供覧がされていないなど、

取扱いが統一されていなかった。 

 

イ 年次有給休暇の付与日数が勤務条件通知書に誤って記載され、会計年度任

用職員に対して、正しく通知されていなかった。 

（ア）会計年度任用職員について、当初通知していた勤務条件通知書の年次有

給休暇の付与日数が、本来付与すべき日数でなく、誤った付与日数で通知

されていた。 

    所管課が３月下旬に誤りに気付き、本人に謝罪の上、同日付で勤務条件

通知書及び承諾書を決裁の上、訂正したものの、年度末であったため、年

次有給休暇を取得できなかった。 

 

（イ）勤務条件通知書及び承諾書には年次有給休暇の付与日数を記載すべきで

あり、雇用期間に応じて年次有給休暇を付与すべきところ、付与日数が記

載されていなかったため、本来であれば、年次有給休暇を取得することが

できたにもかかわらず、取得することができなかった。 

 

ウ 会計年度任用職員に対して報酬を支払う際に、所管課が総務部人事課へ 

提出する勤務状況報告書と実際の出勤簿における出勤日数が一致せず、過剰

に報酬を支払っており、返納する事態が生じていた。 

 

エ 週４日勤務の会計年度任用職員が病気休暇を取得していたが、本来ならば

週休日を含めて７日を限度に付与すべきところ、誤って、１４日間付与され

ており、限度を超えて付与されている事例が見受けられた。   

 

オ 週休日の指定について、本来であれば、前月末までに所属長により決裁し

本人あて通知すべきところ、前月末までに指定の決裁がされていない事例が

散見された。また、指定をそもそもしていない事例が見受けられた。 
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（２）指摘事項 

ア  プロポーザル方式による事業者選定について 

（ア）渋谷区プロポーザル方式実施要綱（平成２６年１２月２日区長決裁。

以下「プロポーザル実施要綱」という。）第５条第１項「プロポーザル方

式への参加者は、次の各号に掲げる参加資格を満たす者でなければなら

ない。ただし、第１号に規定する参加資格については、当該資格を満たす

者の数が極端に少なく、かつ、広く提案を求める必要があるときは、当該

資格を満たすことを要しないものとする。」のただし書を適用したにもか

かわらず、決裁原議においては、その旨が記載されていなかった。 

また、プロポーザル実施要綱第８条に定める提出させるべき書類につ

いて、募集要項で財務諸表以外の提出を求めていなかった。 

今後は、プロポーザル実施要綱の規定に反することのないよう、根拠

規定を精読し、複数の目で確認するなど適正な事務手続を行うよう徹底

されたい。 

(経営企画部経営企画課) 

 

（イ）防災イベントの業務委託契約において、平成２９年度にプロポーザル

方式による事業者選定を行ったときは、会場での開催を前提としている

一方で、コロナ禍により、令和２年度はオンラインでの開催が中心とな

り、プロポーザル方式による事業者選定時とは、環境が大きく変化して

いる事業があった。 

また、プロポーザル方式による事業者選定時は、次回、プロポーザル

方式による事業者選定をいつ行うか特に定めていなかった。 

    環境が大きく変化すれば、事業者の選定条件も含め、見直されるべき

である。 

     今後は、募集要項に次回選定するまでの期間を定め、適正にプロポー

ザル方式による事業者選定を実施されたい。 

(危機管理対策部防災課) 

 

（ウ）英語教育において、プロポーザル方式による事業者選定をすることな

く、平成１６年度から、継続性を根拠として、同一の区内事業者と業務

委託契約締結を続けてきた事例があった。 

       令和３年度中にプロポーザル方式による事業者選定を確実に行い、今



5 

後は、定期的にプロポーザル方式による事業者選定をすることを明記し、

他事業者の参入機会の確保を図られたい。 

(教育委員会事務局教育指導課) 

 

イ 業務委託契約における成果物等の供覧について 

所管する業務委託契約において、仕様書に定める計画書、成果物等（以下

「成果物等」という。）が渋谷区処務規程（昭和４０年訓令甲第１４号。以

下「処務規程」という。）第８条から第１１条までに規定された決裁区分で、

渋谷区文書管理規程（平成３１年訓令甲第１号。以下「文書管理規程」とい

う。）第１９条の規定に則り、文書管理システムで供覧されておらず、グル

ープウェアによる情報共有が行われていた。 

今後は、グループウェアによる情報共有は、文書管理システムを用いる

供覧とは言えず、処務規程及び文書管理規程（以下「処務規程等」とい

う。）に反していることを再認識し、職員に周知し、事務を執行されたい。 

(経営企画部ＩＣＴセンター) 

 

  ウ  会計年度任用職員に係る事務について   

    前述したとおり、会計年度任用職員に係る事務を行う各所管課において、

出勤簿と勤務状況報告書が一致せず、会計年度任用職員に過大に報酬を支

払うことによる返納の発生や勤務条件通知書に年次有給休暇の日数を過少

に記載するなど、少なからず手続上の誤りが見受けられた。 

また、所管課の職員からの会計年度任用職員に係る事務に関する質問に

ついて、総務部人事課で、グループウェア上でのみ受け付けるとしており、

マニュアル、ＦＡＱ等も整備されていなかった。 

会計年度任用職員制度が導入されたばかりで、職員が制度を熟知してい

ない現状を踏まえ、会計年度任用職員に係る事務を指導、統括する部署と

して、制度が定着するまでの指導が肝心であることを深く認識されたい。

その上で、今後は、会計年度任用職員事務に限らず勤怠管理事務全般につ

いて、分かりやすいマニュアルや検索しやすいＦＡＱの整備、ｅラーニン

グによる研修などを通じて、所管課に対するきめ細やかな指導を徹底し、

所管課の事務処理上のリスクを最小限にされたい。 

(総務部人事課) 
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  エ 各課契約について 

   各所管課が締結している「各課契約」の決裁原議に記載すべき事項につ

いては、各主管課長あて「各課契約の指定及び処理方法について（通

知）」（平成２７年２月３日総務部長通知）により周知されているところで

ある。しかし、近年の監査において、随意契約や各課契約の根拠規定の記

載がない事例、事業決裁時に記載すべき事項が記載されていない事例など

が散見されるとともに、毎年度注意しているにもかかわらず改善されてい

ない事例があった。 

また、新規案件の各課契約では、総務部契約課と合議がされていない事

例も見受けられた。 

さらに、各課契約の締結理由が、各課契約の認定基準としている同通知

の別紙「契約事務規則第４条を適用する契約の範囲」（平成１０年２月 

２０日区長決裁）における各課契約の範囲として認定しているいずれの項

目にも該当しないものの、明らかに競争になじまない契約のため、事業決

裁時に記載すべき事項を記載せず決裁を行い、総務部契約課と合議もなく

各課契約としている事例も見受けられた。 

各課契約の指定範囲を定めてから長い年月を経ており、社会情勢も変化

していることから、今後は、各課契約に係る事務の見直しを図り、各所管

課が安易に各課契約を締結することなく、適正な各課契約に係る事務が全

庁的に実施されるよう、処理方法や合議について、実効性のある周知及び

指導をされたい。 

(総務部契約課) 

 

  オ 業務委託契約の契約変更手続について 

     総務部契約課へ契約締結請求している業務委託契約において、コロナ禍

でイベント事業が対面方式からオンライン方式に変わったことにより、仕

様の一部と契約金額の内訳に変更があるにもかかわらず、契約金額の総額

に変更がないことから、契約変更の手続に関して総務部契約課と協議をし

ていなかった。 

     今後は、証拠書類となる契約書は総務部契約課で保管していることを再

認識し、仮に契約の総額に変更がないとしても、仕様や契約金額の内訳に

変更があれば、総務部契約課と変更協議をするようにされたい。 

   (危機管理対策部防災課) (環境政策部環境政策課) 
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   カ 特命随意契約について 

      総務部契約課へ契約締結請求している業務委託契約において、特命随意

契約依頼書に法人の実績として、法人化する前の個人の実績を記載してい

た。その際、法人設立前であることにつき、所管課で法人の履歴事項証明

書を取り寄せるなどして、正式な設立年月日を把握していなかった。 

また、渋谷区特命随意契約ガイドライン（平成２０年１月２８日総務部

長決裁。以下「ガイドライン」という。）が改正され、ガイドライン中に、

「業務等に精通している、納入実績がある、使い勝手が良い」という理由

だけでは、特命随意契約の理由にはならない旨が明記されているが、特命

随意契約依頼書においては、実績のみが挙げられているように見受けられ

た。 

今後、事業者の情報を正確に把握し、ガイドラインのポイントを課内で

共有し、特命随意契約を依頼する理由を十分に検討した上で事務を行うこ

とを徹底し、再発防止に努められたい。 

     (区民部グローバル拠点都市推進室) 

 

（３）改善を要する事項 

ア 指定消耗品の在庫管理について 

近年の定期監査において、はがき、バス回数券等、長期間使用されていな

い指定消耗品が散見されたため、関係する各所管課に対して今後も使用の

見込みがないものについては、他部署への所属換えなど有効利用を促進す

るよう要望した。 

しかし、今年度も長期間使用されていない指定消耗品が散見された。使用

の見込みがないものについては、他部署への所属換えなど有効利用を検討

されたい。 

この問題の根本的な解決のため、関係所管協力のもと、手数料を支払って

の交換やまとめての売却など全庁的な対策を講じられたい。 

 

   イ 前渡金出納簿について 

前渡金出納簿については、渋谷区会計事務規則（平成１９年区規則第 

６４号。以下「会計事務規則」という。）第９５条に基づき作成が義務付け

られており、平成２９年度から導入した新たな財務会計システムでは、シス

テム外で前渡金出納簿を記帳し、現金を管理することとなっている。 
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      近年の定期監査においては、前渡金出納簿の作成状況を確認したところ、

資金前渡を受けているにもかかわらず、前渡金出納簿を作成していない事例

が見られたため指摘してきた。 

今年度の定期監査においては、多くの所管課において、おおむね適正に前

渡金出納簿が作成されていたが、いまだ一部の所管課において、前渡金出納

簿を作成していない事例が見受けられた。 

今後も、資金前渡を受ける各所管課においては、公金取扱いの重要性につ

いて再認識され、会計事務規則に則り、現金の管理に関する事務処理を適正

に行われたい。 

また、より実効性を確保するために、財務会計システムを管理する部署に

おいては、財務会計システム上で前渡金出納簿を記帳、作成する方策を検討

されたい。 

 

ウ 補助金等の受入れの決裁区分について 

補助金、分担金及び負担金（以下「補助金等」という。）の受入れの決裁

において、処務規程第８条から第１１条までの決裁区分で決裁されていない

事例が散見された。同様に、文書管理規程第１９条に則り、供覧されていな

い事例が散見された。 

補助金等の受入れについては、交付申請、変更交付申請、精算、事業報告

など一連の事務において、処務規程等に則り、同一の決裁区分で処理するこ

とが求められるが、交付申請時と精算書に係る提出時又は請求書に係る提出

時で決裁区分が異なる事例が見受けられた。 

補助金等を受け入れる所管課においては、補助金等の受入れの流れ、処務

規程等を再度確認し、事務を執行されたい。今回は事例が見受けられなかっ

たが、補助金等を交付する所管課においても、同様である。 

 

エ 仕様書に提出することが定められた成果物等の供覧について 

業務委託契約において、仕様書上に提出すべきものとして定められた従事 

者一覧、成果物等が提出されていない事例、提出はされていたが供覧されて

いない事例、又は処務規程等に則った決裁区分で供覧されていない事例が散

見された。 

    今後は、仕様書上に提出すべきものとして定められた従事者一覧、成果物

等は必ず提出させ、処務規程等に則った決裁区分で、供覧手続をされたい。      
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（４）検討を要する事項 

ア  施設の安全管理について 

庁外の施設において、パンフレットスタンド、戸棚、ロッカー等の転倒防

止策が講じられていない、講じられていたとしても不十分である事例が散

見された。また、施設の地下１階から地上へ複数ある避難経路の一つとし

て、地下１階のドライエリアから地上に向けて設置された、はしごについ

て、安全措置が講じられておらず、いざ使用する際に落下のおそれがある

事例が見受けられた。 

所管課においては、常日頃から注意して所管施設の安全管理をすること

は当然のことであるが、転倒及び落下防止策を講じるなど、避難経路を確

保する際には、有事に備え、より一層、安全管理を行うよう検討されたい。 

 

６ 総括意見 

  今回の監査では、会計年度任用職員を重点項目として実施した。 

  上記５（１）アからオまででも指摘したが、所管課において、事務処理上の誤

りが少なからず見受けられた。中には、会計年度任用職員への報酬の返納や休暇

取得の権利に関わる事例もあった。 

  会計年度任用職員に係る事務を指導、統括する総務部人事課としては、今回の

監査結果を踏まえ、所管課で起きた事例を十分に把握し、所管課への指導を徹底

されたい。 

  一方で、昨年度は「特命随意契約」、一昨年度は「各課契約」を重点項目とし

ており、一昨年度の行政監査においても「プロポーザル方式による契約について」

をテーマとするなど、近年においては、契約事務について重点的に監査を行って

きた。 

  契約事務を指導、統括する総務部契約課においても、契約事務の所管課への指

導、統括は課題であるが、これまでの監査の結果を契機に、プロポーザル実施要

綱、ガイドラインを改正、周知するなどして、所管課に対して指導を行っている

点は評価するが、さらに今回指摘した各課契約においても、各課契約をすること

ができる契約の範囲等の見直しをするなど、契約事務の充実を図られたい。 

  また、仕様や契約金額の内訳に変更があるのに、契約金額の総額に変更がない

ため、総務部契約課へ契約変更の手続をしていない事例が見受けられた。今後、

コロナ禍での契約変更の手続が必要な事例の増加が見込まれることに鑑み、所

管課に対して、契約変更の手続が必要な事例について、指導をされたい。 
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さらに、契約の透明性、公平性を図るために、一定以上の金額の契約において、

プロポーザル方式業者選定委員会の委員に外部委員を置くことを義務付けるよ

う検討されたい。 

  各所管課が行っている勤怠管理事務、契約事務については、統一的な取扱いが

示されないと、事務処理上の誤りが生じるリスクが大きくなる。   

また、文書管理システムが導入されて以後、オンラインによる決裁になったこ

とで、導入前に比べ決裁時の確認が不足しているように見受けられ、そこにリス

クが存在している。 

  このようなリスクを最小限にするためには、①職員への研修と効果測定、②マ

ニュアル、ＦＡＱ等の整備、③時代の変化に合わせた規程類の見直し、④事務の

効果的なシステム化を大きな柱として、内部統制を念頭に置き、職員を指導し、

環境を整備していくことが肝要である。 

今回の監査で指摘された部署に限らず、とりわけ事務を指導、統括する部署

においては、今回の監査で指摘した事項を他人事とせず、自分の部署でも起こ

り得ることとして捉え、リスクマネジメントを徹底されたい。 

  コロナ禍において、区政を取り巻く環境は激変したが、環境が大きく変化し

たときこそ、今一度、各職員が事務の基本に立ち返り、法令、規則、要綱等を十

分に確認し、これらに則り事務を適正に執行していくことを強く要望する。 

  以上のことを実践することにより、区民からの信頼をより一層高めていくこ

とを期待する。 

 

 

 


